
随意契約理由書

　　令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金　案内文印刷等業務

　　東洋印刷株式会社　神戸営業所

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　こども家庭局家庭支援課　手当ライン　（電話番号　078-322-5214）

　　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金（以下、本給付金）は令和３年11月19日に閣議決定された国の給付金事業
であり、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響により苦しんでいる子育て世帯を支援する観点か
ら、高校生までの子どもがいる世帯に対し、臨時特別の給付金を支給することにより、子育て世帯に対する適切な配慮を
行うことを目的とする。本給付金支給対象者のうち、児童手当受給者については申請不要による年内支給が国から全国
一律に要請されており、本市においても対象者への年内支給を実現しなければならない。
　本給付金は贈与契約であるため、支給を行うにあたっては贈与契約の成立のための申込み（民法第522条第１項）が必
要である。本市においては対象者への個別通知・案内の送付により支給の申込みを行うが、贈与契約成立のためにはこ
の個別通知・案内が支給前に対象者へ到達していることが要件となる。しかし、当初より年内支給対象者への個別通知・
案内までの日数の猶予はないため、入札に付した場合、年内支給は不可能となる。支給前の個別通知・案内到達実現の
ためには可能な限り工期を短縮しなければならず、昨年度の類似の給付金事業である令和２年度子育て世帯への臨時特
別給付金において短期大量印刷及び外字対応の実績がある業者への発注が必要だが、それを満たすのは東洋印刷株
式会社 神戸営業所のみである。
　上記会社は本市における昨年度の類似給付金事業で唯一対応実績があるため、ノウハウを活用した工期の短縮が可
能であり、確実な履行が期待できる。
　したがって、本業務に必要な対応実績、ノウハウを有しているのは上記会社以外にないため、随意契約を行うものであ
る。


